
水土里レポート 投稿様式 

投稿月日 平成２８年８月３日 

タイトル ２１世紀土地改良区創造運動の住民啓発への取組について 

水土里レポーター名 水土里ネット福山 佐々田 愛 

２１世紀土地改良区創造運動の目的は「地域の社会資本としての土地改良施設を農業者が地域住民・行政と一体

となって管理する体制の構築」「水土里ネットが農業用水路などをはじめとする地域資源の管理団体，地域づくり

の拠点としての住民認知」「農業農村の有する水・土・里の持つ多面的機能の重要性に対する国民的理解の獲得」

であります。 

水土里ネット福山では，２１世紀土地改良区創造運動への「地域住民の参画」「地域との交流」「地域農業の振

興や資源保全への更なる貢献」の実践活動として保育所をはじめ幼稚園や小学校の児童による農業体験を支援する

とともに大人たちへのメッセージとして，子どものまなざしを届ける“「ふるさと田んぼと水」子ども絵画展”に

も毎年多数の応募により連続して全国入賞しております。 

このほど水土里ネット福山の初めての取組みとして，所管する幹線水路（延長３６㎞）沿岸の１５小学校区・１

７３自治会（町内会）会長に【別紙】のとおり『農業用水路の果たす役割と農業用水路に関わり農家(利水者)と都

市住民による共生社会の実現』のための『お知らせ』を行い２１世紀土地改良区創造運動の住民啓発を深化させる

こととしました。 

水土里ネット福山は，これからも２１世紀土地改良区創造運動を積極的に展開し，更なる継続性と発展性そして

連携性により水土里ネットの役割を広く周知してまいります。 
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【別紙】 お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年７月２０日 

 自治会（町内会）会長 各位 

福山市土地改良区 

 

農業用水路の利水運用と公益的な役割について（お知らせ） 

 

  平素より農業用水路の役割をはじめ土地改良区の業務運営にご理解をいただきありがとうござい 

ます。 

さて，市街地を流れております農業用幹線水路（葦陽，上井手，蓮池，下井手の各幹線農業用水路 

等）につきましては市街化の進展した今日におきましても稲作や地域特産のクワイ栽培の糧となる安 

定した農業用水の確保を図っておりますが，この農業用水は芦田川から取水しており，国土交通省の 

許可水利権を得た農業用かんがい用水として稲作栽培の時期に応じた取水量が決められ土地改良区が 

取水量調整や水路清掃とともに塵芥物（不法投棄ごみ）の除去などの維持管理を行なっております。 

ところで農業用水路は，都市化した現在では農業用かんがい用水のみならず水生動植物による自然 

環境の保全や防火用水とともに異常降雨時の排水路などの多面的かつ公益的な機能を併せ持つなど地 

域住民を含めた貴重な社会資本となっております。 

土地改良区では，農業用かんがい水利権行使の義務的行為として適正かつ健全な農業用水の確保と 

農業用水路の維持管理など現下の都市形態に即した利水運用に今後も努めてまいりますので，地域 

住民の皆様にも農業用水路の果たす公益的な役割と農業用水路に関わり農家（利水者）と都市住民の 

方々による共生社会の実現のため次のとおり農業用水の円滑な運用にご協力をお願いたします。 

１ 安心・安全な農産物生産のため農業用水路には雨水以外の悪水や洗浄水・塵芥物（ごみ）など 

は流さないでください。 

２ 農業用水路の両側には水路管理のための官地敷（公の土地）がありますので住宅改築などの際 

には必ず官民境界確認を行なってください。 

３ 農業用水路に進入路（橋）などの架設や水路構造を変更する場合は水路占用や水路改築の手続 

きを行ってください。 

４ 地域活動で環境学習などのため農業用水路を活用される場合は水量調整を行う必要があること 

がありますのでご連絡ください。 

５ 万一，農業用水路に異常な状況がありましたらご連絡ください。 

 

  【福山市土地改良区の連絡先】 

 所在地：福山市草戸町一丁目５番１５号 ☎（０８４）９２３－９４５０ 

 


